
 

 
 

 
 

 

森
林
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

戦
後
造
成
さ
れ
た
人
工
林
が
本
格
的
な
利
用
期
を
迎
え
る
中
で
、
森
林
経
営
管
理
法
が
制
定
さ
れ
、
ま
た
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法

律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
森
林
の
経
営
管
理
の
集
積
・
集
約
、
木
材
の
販
売
等
の
強
化
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
通
じ
た
山
元
へ
の
一
層
の
利

益
還
元
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
森
林
組
合
に
は
、
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
と
と
も
に
地
域
の
林
業
経
営
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
役
割
を

果
た
し
て
い
く
こ
と
が
ま
す
ま
す
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

 

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

森
林
組
合
に
対
し
て
は
、
本
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
新
た
な
連
携
手
法
の
利
用
促
進
に
向
け
た
制
度
の
周
知
に
努
め
る
と
と
も
に
、
連
携
手
法

を
選
択
し
な
い
場
合
も
含
め
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
、
経
営
基
盤
の
強
化
に
向
け
た
自
主
的
な
取
組
を
引
き
続
き
支
援
す
る
こ
と
。 

二 

正
組
合
員
資
格
の
拡
大
に
当
た
っ
て
は
、
後
継
者
等
が
正
組
合
員
と
し
て
森
林
組
合
の
運
営
に
参
加
す
る
こ
と
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
制
度
の

周
知
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
理
事
に
女
性
や
若
年
者
が
登
用
さ
れ
る
こ
と
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
施
策
を
行
う
こ
と
。 

三 

森
林
組
合
が
行
う
林
産
物
の
販
売
等
の
強
化
に
当
た
っ
て
は
、
本
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
新
た
な
連
携
手
法
等
に
よ
る
販
売
そ
の
他
の
事
業
活

動
の
拡
大
を
通
じ
、
地
域
林
業
の
活
性
化
、
更
に
は
地
域
経
済
へ
の
貢
献
が
図
ら
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。 

四 

森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
り
つ
つ
事
業
を
実
施
す
る
森
林
組
合
が
、「
意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者
」
と
し
て
、
森
林

経
営
管
理
制
度
や
樹
木
採
取
権
制
度
の
円
滑
な
実
施
に
貢
献
で
き
る
よ
う
、
人
材
の
育
成
、
施
業
技
術
の
向
上
等
の
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

五 

森
林
経
営
管
理
制
度
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
て
は
、
森
林
組
合
を
始
め
と
す
る
林
業
事
業
体
に
お
け
る
新
規
就
業
者
の
確
保
及
び
定
着
が
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
林
業
就
業
者
の
所
得
の
向
上
、
労
働
安
全
対
策
を
始
め
と
す
る
就
業
条
件
改
善
に
向
け
た
対
策
の
更
な
る

強
化
を
図
る
こ
と
。 

六 

台
風
等
の
自
然
災
害
に
よ
る
森
林
被
害
が
頻
発
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
災
害
発
生
を
予
防
し
、
災
害
復
旧
を
迅
速
化
す
る
観
点
か
ら
、
倒
木

の
防
止
や
除
去
等
を
含
め
、
間
伐
を
始
め
と
す
る
適
切
な
森
林
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
た
森
林
整
備
の
着
実
な

推
進
に
向
け
、
林
地
台
帳
の
整
備
、
境
界
の
明
確
化
、
森
林
所
有
者
の
明
確
化
等
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
。 
 

右
決
議
す
る
。 


